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小美玉市議会 総務常任委員会審査記録 

招集年月日 平成３０年３月１６日（金） 午前１０時開会 

会場場所 小美玉市本庁舎 ３階 議会委員会室 

出席委員 
長島幸男委員長，村田春樹副委員長，大和田智弘委員，小川賢治委員，岩本好夫委員，

植木弘子委員，市村文男議長 

欠席委員 なし 

職務出席者の職氏名 

島田穣一市長，林利家副市長，島田清一郎市長公室長兼秘書広聴課長， 

白井福夫企画財政部長兼財政課長，我妻智光総務部長兼総務課長，  

亀山一市民生活部長兼生活文化課長，岡野英孝危機管理監兼防災管理課長， 

久保田一江議会事務局長，清司俊之消防長，藤本正子会計管理者兼会計課長， 

植田みのり監査委員事務局長，立原伸樹小川総合支所長兼総合窓口課長， 

飯塚新一玉里総合支所長兼総合窓口課長，倉田増夫政策調整課長， 

滑川和明市民協働課長，太田勉企画調整課長，園部章一税務課長，小神野勤収納課長，

藤枝修二管財検査課長，菊田裕子市民課長，真家功環境課長， 

鈴木定男議会事務局次長，木名瀬美昭消防次長，長島久男消防本部総務課長， 

中島賢二警防課長，鈴木正人予防課長，植田賢一財政課長補佐，倉田賢吾総務課長補佐 

林美佐市民生活部生活文化課長補佐，安彦晴美市民生活部生活文化課長補佐， 

深作治書記 

協 議 事 項 

議案第１号 小美玉市第２次総合計画基本構想を定めることについて 

議案第５号 小美玉市公の施設の広域利用に関する協定の実施のための特例条例の一部

を改正する条例について 

議案第 42号 公の施設の広域利用に関する協定について（県央） 

議案第 43号 公の施設の広域利用に関する協定について（近隣） 

議案第６号 小美玉市部等設置条例の一部を改正する条例について 

議案第７号 小美玉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

議案第８号 小美玉市手数料条例の一部を改正する条例について 

議案第９号 小美玉市基金条例の一部を改正する条例について 

議案第 21号 小美玉市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一部を改正

する条例について 

議案第 22号 小美玉市火災予防条例の一部を改正する条例について 

議案第 23号 平成 29年度小美玉市一般会計補正予算（第４号）（総務常任委員会所管） 

議案第 29号 平成 29年度小美玉市霊園事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第 47号 和解について 

29陳情第２号 太陽光発電施設に関する陳情書 

 

会議 

(発言等の要旨) 

 

平成３０年３月１６日（金）午前９時５８分開会 

 

村田副委員長 おはようございます。皆様おそろいになりましたので，ただいまより総務常任委員会

を開催いたします。最初に，委員長挨拶。長島委員長お願いします。 

 

長島委員長  改めましておはようございます。昨年 12月の定例会において各委員会の改選がござい

ました。委員各位のご推挙によりまして，総務常任委員長として就任をいたしました。

委員会所管事項に対し微力ながら職務を全うする所存でございます。皆様のご協力をお

願い申し上げます。先週は，３日間の一般質問，今週は予算特別委員会に続きまして本

日は総務常任委員会と，大変ご苦労様です。本日は 13件の議案と継続の陳情が１件とい

うことでございます。付託された案件につきまして，慎重なる審議をよろしくお願いい

たします。以上ご挨拶といたします。 

 

村田副委員長 ありがとうございました。続きまして議長挨拶。市村議長お願いします。 
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市村議長  おはようございます。委員長からお話がございましたように続いての会議の開催とい

うことで大変ご苦労さまでございます。また，今日はちょっと曇りではございますがお

彼岸も近いということで非常に暖かくなってまいりました。暑さ寒さも彼岸までという

ことでございますが，それでもなお，寒い日があるようでございますので，体調管理に

は十分留意されてこの議会最後までお付き合いのほどよろしくお願い致します。今日は

議案先ほどありましたように全部合わせて 14件ということでございますので，慎重な審

査をお願いしてあいさつにかえさせていただきます。ご苦労様です。 

 

村田副委員長  ありがとうございました。執行部挨拶，島田市長お願いします。 

 

島田市長  改めましておはようございます。議員のみなさん総務常任委員会ということで時間前

に開会ということで誠にご苦労様でございます。また第 1回の定例議会ということで長

きに渡ってご支援，またご審査をいただいて今日があるわけでございます。心から皆さ

んのご協力に感謝申し上げます。今日の 14件の総務常任委員会の説明しっかりしますの

で，よく審査をしていただいて，全議案可決いただければこんな嬉しいことはないわけ

でございますのでよろしくお願いしたいと思います。本日は誠にご苦労様でございます。 

 

村田副委員長 ありがとうございました。それでは，議事に入ります。議事進行のほうは，委員長の

ほうでよろしくお願いいたします。 

 

長島委員長 それでは，議事に入る前に，福島議員，谷仲議員の傍聴を許可しましたのでよろしく

お願い致します。また今日は，昨年１２月の委員会改選後，初めて部課長が全員揃う委

員会となりますので，執行部から順に自己紹介をお願いしたいと思います。 

それでは，執行部からお願いします。 

   （執行部・各委員の自己紹介） 

それではよろしくお願い致します。 

 

 

１）議案第１号 小美玉市第２次総合計画基本構想を定めることについて 

 

長島委員長 早速，議事に入ります。本日の議題は，３月９日 付託された議案審査付託表のとおり

であります。まず，「議案第１号 小美玉市第２次総合計画基本構想を定めることについ

て」議題といたします。執行部より説明を求めます。 

 

太田企画調整課

長 

それでは，議案第 1号 小美玉市第 2次総合計画基本構想を定めることについて，ご

説明申し上げます。着座にて失礼いたします。 

小美玉市第 2次総合計画は，小美玉市自治基本条例第 13条の規定により，総合的かつ

計画的な市政運営を行うために定めるものでございます。今回皆様のお手元に最終案を

別冊で配布させていただきました。 

別冊の表紙を 1枚めくっていただきまして，目次をご覧いただきますと，このうち 26

ページから 36ページまでが今回の議案にあたる基本構想でございまして，その前の序論

と，42ページからの基本計画をもちまして総合計画となるものでございます。 

小美玉市基本構想はまちづくりの基本的な考え方である基本理念，まちづくりの将来

像，及びそれを達成するために必要な土地利用構想，施策の大綱を明らかにするもので

ございまして，平成 30年度から平成 39年度までの 10年間をその期間としております。 

それではその概要について説明をさせていただきます。別冊の 27ページの方をお開き

いただければと思います。 

まず，まちづくりの基本理念でございますが，一つ目が「協働・連携，そしてチャレ

ンジ」，2つ目が「ふるさと・文化，そしてシビックプライド」，3つ目が「人・もの・情

報の交流，そして発信」という 3つの理念を掲げました。 
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28ページをお開きください。この基本理念を基に，小美玉市が目指すまちづくりの将

来像として「人 もの 地域が輝き はばたく ダイヤモンドシティ 見つける。みが

く。光をあてる」と定めました。 

 29ページをお開きください。まちづくりの将来像を実現するため，基本目標を定め

ました。「みんなの力で磨くまちづくり」，「人を育てる学びの場づくり」，「誰もがいきい

きと暮らせる社会づくり」，「仕事と暮らしを創造する環境づくり」，そして「安全・安心

な生活を支える体制づくり」の５つでございます。 

続きまして 31ページの将来指標でございますが，人口フレームは総合計画を策定する

際の基本となるものですが，総合戦略における人口ビジョンの考え方を踏襲して，2027

年度の将来目標人口を 48,600人と設定いたしました。 

続きまして 32ページから 35ページまでの土地利用構想でございますが，小美玉市は

陸・海・空の広域交通ネットワークに恵まれた都市であることから，これらの優位性を

生かした効果的な土地利用を推進し，未来に向けて持続可能なまちづくりを推進するこ

とといたしました。こうした考え方の基に，33ページからは 5つのエリアを配置し，ま

た，４つのゾーンを位置付けてございます。これらの土地利用を図で表したものが 35

ページの土地利用構想図でございます。 

続きまして，36ページをご覧ください。これまで説明いたしました考え方に基づきま

して，まちづくりの将来像であります「人 もの 地域が輝き はばたく ダイヤモン

ドシティ 見つける。みがく。光をあてる」を実現するための施策の大綱をこのように

構成いたしました。基本目標として 5つを掲げ，この基本目標で示されたまちづくりを

推進するため，31の基本施策を位置づけてございます。 

小美玉市のまちづくりは，今後，この新しい基本構想に基づきまして，将来像実現に

向け諸施策を展開していくこととなります。 

以上で議案第１号の説明を終わります。ご審議のほど，よろしくお願いいたします。 

 

長島委員長 以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手によりこ

れを許します。ありませんか。 

 

各委員 「なし」の声あり。 

 

長島委員長 ないようですので，以上で質疑を終結いたします。次に，討論に入ります。討論はご

ざいますか。 

 

各委員 「なし」の声あり。 

 

長島委員長 ないようですので，討論を終結いたします。これより採決に入ります。「議案第１号 小

美玉市第２次総合計画基本構想を定めることについて」採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ござい

ませんか。 

 

各委員 「異議なし」の声あり。 

 

長島委員長 ご異議なしと認め，本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 

２）議案第５号 小美玉市公の施設の広域利用に関する協定の実施のための特例条例の一部を改正する条

例について 

議案第４２号 公の施設の広域利用に関する協議について 

議案第４３号 公の施設の広域利用に関する協議について 

 

長島委員長 次に，「議案第５号 小美玉市公の施設の広域利用に関する協定の実施のための特例条
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例の一部を改正する条例について」，「議案第４２号 公の施設の広域利用に関する協議

について」並びに「議案第４３号 公の施設の広域利用に関する協議について」の３件

を議題といたします。３件とも関連がありますので，執行部より説明を求めます。 

 

倉田政策調整課

長 

委員長の許可をいただきましたので３件まとめてご説明いたします。議案第５号「小

美玉市公の施設の広域利用に関する協定の実施のための特例条例の一部を改正する条

例」についてご説明いたします。 

本案につきましては，昨年，「小美玉市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例」の「Ｂ＆Ｇ」を削除

し，「小美玉市海洋センター条例」と条例名が改正され，併せて施設の名称が改正された

ことに伴い，所要の改正を行うものでございます。 

改正内容につきましては，最後に添付してあります新旧対照表をご覧ください。 

別表中の，条例の名称にあります「小美玉市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例」及び施設の名

称にあります「小美玉市小川Ｂ＆Ｇ海洋センター」並びに「小美玉市玉里Ｂ＆Ｇ海洋セ

ンター」から，それぞれ「Ｂ＆Ｇ」を削除し，「小美玉市海洋センター条例」，「小美玉市

小川海洋センター」，「小美玉市玉里海洋センター」とするものでございます。 

なお，この条例は公布の日から施行することとしてご提案するものでございます。 

以上で議案第５号の説明を終わります。 

続きまして，議案第４２号 公の施設の広域利用に関する協定についてご説明いたし

ます。 

水戸市を中心とする県央地域９市町村間において協定を締結し，公の施設の広域利用

を実施しておりますが，このたび協定対象施設の変更に伴い，改めて協定を定めること

について協議いたしたく本案を提出するものでございます。 

ページを２枚かえしていただきまして，協定書の条文の改正につきましては，第６条

をご覧いただきたいと思います。平成 29年３月 31日付けで締結した公の施設の広域利

用に関する協定書は，平成 30年３月 31日限り，廃止する。といたしまして，期日を改

正しております。 

続きまして，ページをかえしていただきまして，別表をご覧いただきたいと思います。 

まず，追加する施設でございますが，別表２ページ目，ひたちなか市の「六ツ野スポ

ーツの杜公園」でございます。この公園は，「六ツ野公園」が廃止されたことに伴い移転

して開設されたもので，ソフトボール場２面とサッカー場２面を有しております。 

次に，削除する施設につきましては，ただ今ご説明いたしました「六ツ野公園」でご

ざいます。 

最後に，名称を変更する施設につきましては，ページをかえしていただきまして，議

案第５号でご説明いたしましたとおり，「Ｂ＆Ｇ」を削除するものでございます。 

以上で議案第４２号の説明を終わります。 

最後に，議案第４３号 公の施設の広域利用に関する協定についてご説明いたします。 

本市を含む石岡市，行方市及び茨城町の４市町間において協定を締結し，公の施設の

広域利用を実施しておりますが，このたび協定対象施設の変更に伴い，改めて協定を定

めることについて協議いたしたく本案を提出するものでございます。 

ページをかえしていただきまして，協定書の条文につきましては，２点の改正がござ

います。 

まず，一番下になりますが，「協定書の廃止等」として第６条を追加するものでござい

ます。 

内容につきましては，平成２８年３月２９日付けで締結した石岡市，行方市，小美玉

市及び茨城町における公の施設の広域利用に関する協定書は，平成３０年３月３１日限

り，廃止する。というものです。 

次に，「協定の施行」として第６条で規定していたものを第７条に変更するものでござ

います。 

内容につきましては，この協定は平成３０年４月１日から施行する。というものです。 

続きまして，別表をご覧いただきたいと思います。 

まず，削除する施設につきましては，既に削除されておりますので記載されておりま
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せんが，石岡市野田にあります「石岡市八郷総合運動公園」，「石岡市運動広場」，「石岡

市農業者トレーニングセンター」及び石岡市柴内にあります「石岡市朝日スポーツ交流

施設」でございます。これらは，条例改正により圏域住民の料金格差がなくなるため削

除されたものでございます。 

最終ページをご覧ください。名称を変更する施設につきましては，「Ｂ＆Ｇ」を削除す

るものと，茨城町の「運動公園」を「茨城町運動公園」と名称を変更するものでござい

ます。 

以上で議案第４３号の説明を終わります。 

ご審議のほど，よろしくお願いいたします。 

 

長島委員長 以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手によりこ

れを許します。ありませんか。 

 

各委員 「なし」の声あり。 

 

長島委員長 ないようですので，以上で質疑を終結いたします。次に討論に入ります。討論はござ

いますか。 

 

各委員 「なし」の声あり。 

 

長島委員長 ないようですので，討論を終結いたします。これより採決に入ります。「議案第５号 小

美玉市公の施設の広域利用に関する協定の実施のための特例条例の一部を改正する条例

について」，「議案第４２号」並びに「議案第４３号 公の施設の広域利用に関する協議

について」の３件を一括採決いたします。おはかりいたします。本案は，原案のとおり

可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 

 

各委員 「異議なし」の声あり。 

 

長島委員長 ご異議なしと認め，本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 

３）議案第６号 小美玉市部等設置条例の一部を改正する条例について 

 

長島委員長 次に，「議案第６号 小美玉市部等設置条例の一部を改正する条例について」を議題と

いたします。執行部より説明を求めます。 

 

我妻総務部長 

 

それでは，議案第６号 小美玉市部等設置条例の一部を改正する条例について説明を

させていただきます。 

小美玉市部等設置条例の一部を改正する条例の制定につきましては，地方自治法第 96

条第１項第１号の規定によまして議会の議決をお願いするものでございます。 

提案理由といたしましては，行政組織機構の一部見直しに伴い所要の整理を行うため，

この案を提出させていただくものでございます。 

別表の新旧対照表をお願いいたします。 

企画財政部に第３号地方創生を行政改革に変えて変更し，また，総務部に第３号行財

政改革に関することを追加してございます。 

説明は以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

 

長島委員長 以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許し

ます。ありませんか。 

各委員 「なし」の声あり。 
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長島委員長 ないようですので，以上で質疑を終結いたします。次に，討論に入ります。討論はご

ざいますか。 

 

各委員 「なし」の声あり。 

 

長島委員長 ないようですので，討論を終結いたします。これより採決に入ります。「議案第６号 

小美玉市部等設置条例の一部を改正する条例について」採決をいたします。お諮りいた

します。本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 

 

各委員 「異議なし」の声あり。 

 

長島委員長 ご異議なしと認め，本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 

４）議案第７号 小美玉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

   

長島委員長  次に，「議案第７号 小美玉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につい

て」を議題といたします。執行部より説明を求めます。 

 

我妻総務部長  それでは，議案第７号 小美玉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に

ついてでございますが，本条例は地方自治法第 96条第１項１号の規定により議会の議決

をお願いするものでございます。 

 今回の条例改正につきましては，昨年８月に示されました人事院勧告に準拠するため

条例の整備を行うものでございます。 

 関係資料を添付してございますが，今回の改正によりまして行政職で平均 0.2％の引

き上げ，特別級等の引き上げについては 0.1月分を引き上げてございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

長島委員長 以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許し

ます。ありませんか。 

 

各委員 「なし」の声あり。  

 

長島委員長 ないようですので，以上で質疑を終結いたします。次に，討論に入ります。討論はご

ざいますか。 

 

各委員 「なし」のあり。 

 

長島委員長 ないようですので，討論を終結いたします。これより採決に入ります。「議案第７号 小

美玉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について」を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございま

せんか。 

 

各委員 「異議なし」の声あり。 

 

長島委員長 ご異議なしと認め，本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 

５）議案第８号 小美玉市手数料条例の一部を改正する条例について 
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長島委員長  まず，「議案第８号 小美玉市手数料条例の一部を改正する条例について」を議題とい

たします。執行部より説明を求めます。 

 

鈴木予防課長 着座のまま，ご説明させていただきます。 

議案第８号小美玉市手数料条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げま

す。 

提案理由ですが，「地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令」

の公布に伴い，必要な改正を行うため，この案を提出するものです。 

今回の改正ですが，手数料条例別表第２の金額のみの改正であり，新旧対照表でご説

明します。４枚目の新旧対照表をご覧ください。 

目次の事務（２）消防法の規程に基づく危険物の製造所，貯蔵所又は取扱所の設置の

許可に関する事務について，金額欄に表示されている危険物施設の種類，最大貯蔵量に

応じた金額が変更となります。 

続いて７ページ，目次の事務（６）危険物の製造所，貯蔵所又は取扱所の完成検査前

検査に関する事務について，金額欄ウ，基礎・地盤検査及び８ページ，金額欄エ，溶接

部検査の特定屋外タンク貯蔵所の貯蔵量に応じて金額がそれぞれ変更となります。さら

に，１０ページ，金額欄オ，岩盤タンク検査の屋外タンク貯蔵所の貯蔵量に応じ金額が

変更となります。 

次に，１１ページ，目次の事務（７）特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に

関する検査に関する事務について，金額欄ア，特定屋外タンク貯蔵所の貯蔵量に応じて

金額が変更となります。又，１２ページ，金額欄イ，岩盤タンクに係る屋外タンクの貯

蔵量に応じて金額が変更となります。 

続いて，２枚目の改正文をご覧ください。今回合計５０の手数料金額改正となり，施

行期日を平成３０年４月１日と定めております。 

以上で，ご説明を終わります。ご審議の程よろしくお願いします。 

 

長島委員長 以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許し

ます。ありませんか。 

各委員 「なし」の声あり。 

 

長島委員長 ないようですので，討論に入ります。討論はございませんか。 

 

各委員 「なし」と呼ぶ声あり。 

 

長島委員長 ないようですので，討論を終結いたします。これより採決に入ります。「議案第８号 小

美玉市手数料条例の一部を改正する条例について」を採決いたします。お諮りいたしま

す。本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 

 

各委員 「異議なし」のあり。 

 

長島委員長 ご異議なしと認め，本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 

６）議案第９号 小美玉市基金条例の一部を改正する条例について 

 

長島委員長 続いて，「議案第９号 小美玉市基金条例の一部を改正する条例について」を議題と

いたします。執行部より説明を求めます。 

 

白井企画財政部

長 

議案第９号 

小美玉市基金条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 

 提案理由としては，基金の目的を達成し現に基金残高を有しない基金を廃止し，また，
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公用又は公共用施設の整備事業の資金とする基金を統合し，かつ，小美玉市公共施設整

備基金の目的及び処分事項の内容を変更するため，この案を提出するものであります。 

次のページをおめくり下さい。 

小美玉市基金条例の一部を次のように改正する。 

別表第１（第３条，第８条関係）中，小美玉市地域経済活性化基金の部，小美玉市復

興まちづくり基金の部，小美玉市体育施設整備基金の部及び小美玉市四季の里整備基金

の部を削り，小美玉市公共施設整備基金の部を次のように改める。 

小美玉市公共施設整備基金 

（目的は）公用又は公共用に供する施設の整備等事業の資金とするため。 

（処分は）基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 

附則 

（施行期日）１ この条例は，公布の日から施行する。 

（経過措置）２ この条例の施行の際現に小美玉市基金条例の規定により設置されて

いた小美玉市体育施設整備基金及び小美玉市四季の里整備基金に属する積立金は，小美

玉市公共施設整備基金に属する積立金とみなす。 

次のページをおめくり下さい。 

小美玉市基金条例新旧対照表，右が現行，左が改正案でございます。改正される部分

については下線が引かれております。 

まず右側の現行欄をご覧下さい。 

表は左側から基金の名称，基金の目的，処分事項を示しております。 

下線が引かれているのは，小美玉市地域経済活性化基金の行と小美玉市復興まちづく

り基金の行でございます。一部改正条例案にてこれらの基金は削るため，左側の改正案

では，それぞれこの部がなくなります。 

次のページをおめくり下さい。 

右側の現行欄の上段部分をご覧下さい。 

小美玉市体育施設整備基金の行，小美玉市四季の里整備基金の行に下線が引かれてお

ります。これらの基金も一部改正条例案で削るため，左側の改正案では，これらの部が

なくなります。 

続きまして，右側現行欄の下段部分をご覧下さい。 

小美玉市公共施設整備基金の行の 2 行目，3 行目に下線が引かれております。左側の

改正案のとおり，小美玉市公共施設整備基金の 2 行目，3 行目の内容を改めるものでご

ざいます。 

これらの基金は，それぞれの目的により設置され，積立てられた経緯がございますの

で，その経緯も踏まえ，公共施設整備基金を管理する必要があると考えております。具

体的には，基金はひとつにまとめますが，それぞれの基金残高は管理しておく必要はあ

ると考えております。 

説明は以上でございます，ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

長島委員長 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は，挙手によりこれを許

します。 

 

植木委員 それでは，１点確認なのですが，大きい名称というのは一つにまとめて入れるという

ことですが，今部長の説明ではそれぞれの基金という形で管理の必要ということなの

で，その中でまた細かに分けて残高は残しておくということの理解でよろしいんでしょ

うか。 

 

白井企画財政部

長 

今，植木委員からご質疑あったように，それぞれのを一つにまとめますが，それぞれ

四季の里整備基金，体育施設整備基金はそれぞれその目的がございますので，管理して

いくということでございます。 

 

長島委員長 ほかに質疑はございませんか。ないようですので，以上で質疑を終結いたします。次
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に，討論に入ります。討論はございますか。 

 

各委員 「なし」の声あり。 

 

長島委員長 ないようですので討論を終結いたします。これより採決に入ります。「議案第９号 小

美玉市基金条例の一部を改正する条例について」 採決いたします。おはかりいたしま

す。本案は，原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 

 

各委員 「なし」の声あり。 

 

長島委員長 ご異議なしと認め，本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

 

 

７）議案第 21 号 小美玉市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

長島委員長  まず，「議案第 21号 小美玉市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の

一部を改正する条例について」を議題といたします。執行部より説明を求めます。 

 

長島消防本部総

務課長 

「議案第 21号：小美玉市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一部を

改正する条例について」ご説明申し上げます。 

提案理由ですが，消防団員の活動業務に合わせ，費用弁償を整理するため，この案を

提出するものであります。 

 1 枚お捲りいただきまして，次の次のページの新旧対照表をご覧いただきながらご

説明させていただきます。 

 改正内容でございますが，表の右側 費用弁償 第 13条中 6行目と９行目の 「本

部 1回につき 3,000円」とありますが，この「本部」を「団長・副団長・本部員」と実

情に合わせて改めるものでございます。 

 次に，表右側の下から 2行目「1分団 水火災に準じる  特別警戒」の部分を「特

別警戒の場合 水・火災の場合に準じる」と活動業務に合わせて改めるものでございま

す。 

 次に，表左側 改正案の下から２行目 「講習会等の補助的任務の場合 団員 1

回につき 1,000 円」を新たに加えるものでございます。これにつきましては，団員が

救急・防火講習会等で，実技指導などの補助的な任務をした場合に費用弁償をするもの

でございます。 

 以上でございます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

長島委員長 以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許し

ます。ありませんか。 

各委員 「なし」の声あり。 

 

長島委員長 ないようですので，討論に入ります。討論はございませんか。 

 

各委員 「なし」と呼ぶ声あり。 

 

長島委員長 ないようですので，討論を終結いたします。これより採決に入ります。「議案第 21号 

小美玉市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は原案のとおり可決すべきものと決

することにご異議ございませんか。 

 

各委員 「異議なし」のあり。 
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長島委員長 ご異議なしと認め，本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 

８）議案第 22号 小美玉市火災予防条例の一部を改正する条例について 

 

長島委員長 続いて，「議案第 22号 小美玉市火災予防条例の一部を改正する条例について」を議

題といたします。執行部より説明を求めます。 

 

鈴木予防課長 着座のままご説明させて頂きます。 

 議案第２２号小美玉市火災予防条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上

げます。 

 提案理由でございますが，「消防法令に関する重大な違反のある防火対象物につい

て，その法令違反の内容を利用者等へ公表することにより，利用者等の防火安全に対す

る認識を高めて火災被害の軽減を図ることを目的」として，必要な改正を行うため，こ

の案を提出するものです。 

２枚目をお開きください。第４７条の次に，新たに第４７条の２の条文を加えるもの

です。第１項は，消防長は，防火対象物の消防用設備等の状況が，法令の規定に違反す

る場合は公表することができ，第２項は，消防長は，公表しようとするとき，防火対象

物の関係者に通知するものとしております。第３項，公表となる防火対象物及び違反の

内容並びに公表の手続は，規則で定めるものとしております。 

 規則で公表の対象とする建物は，飲食店，物品販売店，ホテル，病院など不特定多

数の方が利用する建物です。次に，公表の対象となる違反ですが，法令により義務付け

られている屋内消火栓設備，スプリンクラー設備，自動火災報知設備がそれぞれ未設置

のものです。公表する内容は，建物名称，所在地，違反の内容を小美玉市ホームページ

へ掲載するものです。 

 また，制度開始にあたっては，事前に市民及び防火対象物の関係者に対して，十分

な周知説明を行うことが必要であるため，平成３１年４月１日施行するものであります。 

  以上でご説明を終わります。ご審議の程よろしくお願いします。 

 

長島委員長 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は，挙手によりこれを許

します。 

 

植木委員 内容は理解させていただいたのですが，十分な周知説明ということなのですが，今具

体的にどのような方法で周知方法をとろうとしているのか，その辺をお聞かせいただき

たいと思います。 

 

鈴木予防課長 現在は公表制度のリーフレットを作成中であり，また広報紙等を活用し，周知したい

なと考えております。 

 

長島委員長 ほかに質疑はございませんか。ないようですので，以上で質疑を終結いたします。次

に，討論に入ります。討論はございますか。 

 

各委員 「なし」の声あり。 

 

長島委員長 ないようですので討論を終結いたします。これより採決に入ります。「議案第 22 号 

小美玉市火災予防条例の一部を改正する条例について」 採決いたします。おはかりい

たします。本案は，原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 

 

各委員 「なし」の声あり。 

 

長島委員長 ご異議なしと認め，本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。この際，議事
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の都合により１１時００分まで休憩いたします。 

 

  

午前 10時 44分 休憩 

午前 11時 00分 再開 

 

長島委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

９）議案第 23号  平成 29年度小美玉市一般会計補正予算（第４号） 

 

長島委員長  続きまして，「議案第 23号 平成 29年度小美玉市一般会計補正予算（第４号）のうち

総務常任委員会所管事項」を議題といたします。執行部より説明を求めます。 

 

白井企画財政部

長 

議案第 23号 

平成 29年度小美玉市一般会計補正予算（第 4号）の総務常任委員会所管分についてご

説明を申し上げます。 

はじめに 6ページをお開き願います。 

第 3 表 繰越明許費でございますが，そのうち総務常任委員会所管の案件について 4

件該当がございます。 

表の 1番上 2款 総務費 1項 総務管理費 公有財産管理事務費で 736万 2,000円  

防災行政無線放送施設整備事業で 1億 288万円，小川文化センター施設維持管理費で

586万 8,000円 2款 4項選挙費 市長選挙経費で 544万 2,000円 以上 4件について繰越

明許費の設定をお願いするものでございます。 

次に，10ページをお開き願います。 

歳入でございますが，総務常任委員会所管につきまして，財政課一括でご説明申し上

げます。 

はじめに，1款 市税 1項 市民税で 1億 2,820万円の補正増，同じく，2項 固定資産

税で 1 億 4,400 万円の補正増，同じく 3 項 軽自動車税で 730 万円の補正増 同じく 4

項 市たばこ税で 2,100万円の補正減でございます。 

次に 7款 ゴルフ場利用税交付金で 1,228万 5,000円の補正増でございます。 

次に 9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金で 109万 2,000円の補正減でござい

ます。 

次に 14 款 使用料及び手数料 1 項 使用料 1 目総務使用料で 四季文化館施設使用料

で 150万円の補正減でございます。 

 11ページに移りまして 14款 2項 手数料 1目 総務手数料 市税督促手数料で 10万

円の補正減， 3目 衛生手数料で一般廃棄物処理業許可申請手数料ほか 1件で 7万 1,000

円の補正減でございます。 

次に，15款 国庫支出金 2項 国庫補助金 1目 総務費国庫補助金のうち，個人番号カ

ード交付事務費補助金で 130万円の補正増でございます。 

続きまして，12ページをお開き願います。 

 15 款 3 項 委託金 1 目 総務費委託金で，自衛官募集委託金ほか 1 件で 1 万 3,000

円の補正増でございます。 

13ページに移りまして， 

16款 県支出金 3項 委託金 1目 総務費委託金で，個人県民税徴収取扱費委託金ほか

3件で，676万 4,000円の補正減でございます。 

17款 財産収入 1項 財産運用収入 2目 利子及び配当金では財政調整基金積立金利子

ほか 4件で 57万 4,000円の補正増でございます。 

同じく 2 項 財産売払収入 1 目 不動産売払収入で 1,628 万 5,000 円の補正増でござ

います。 

次に 18 款 1 項 寄附金 2 目衛生費寄附金 環境保全に対する指定寄附金で 287 万

7,000円の補正増でございます。 
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次に 19款 繰入金 2項 1目 基金繰入金のうち，財政調整基金繰入金で 3億 7,514万

9,000 円の補正減，減債基金繰入金で 5,600 万円の補正増，幡谷浩史環境福祉整備基金

繰入金で 22万 2,000円の補正減，ふるさと応援基金繰入金で 418万 3,000円の補正減，

14ページに移りまして，公共用バス整備基金繰入金で 155万円の補正増， 

合併振興基金繰入金で 4,000万円の補正減でございます。 

21款 諸収入 4項 受託事業収入 1目衛生費受託事業収入 空地雑草除去受託料で 273

万円の補正減でございます。 

同じく 5項 5目 雑入のうち，県市町村振興協会交付金で 199万 9,000円の補正減， 

自動販売機設置手数料で 107 万 8,000 円の補正増，コンサート入場料で 874 万 3,000

円の補正減，雇用保険料個人負担金で 16万円の補正減，市町村アカデミー助成金で 1,000

円の補正減でございます。 

次に 22款 1項 市債 2目 農林水産業債 畑地帯総合整備事業債で 130万円の補正減，

3目 消防債，消防ポンプ自動車購入事業債ほか２件で 410万円の補正減，15ページに移

りまして，4 目 合併特例債では，広域幹線道路整備事業債ほか 3 件で 3 億 70 万円の補

正減でございます。 

以上で，歳入の説明を終わります。 

 

我妻総務部長  続きまして，歳出についてご説明をいたします。 

 初めに，一般会計全体の職員給与費に関する補正でございますが，総務課より一括し

て説明をさせていただきます。 

 55ページをお願いいたします。 

 一般職の総括における比較欄をごらんいただきたいと思います。 

 まず，給料につきましては 289万円の減，職員手当 2,142万 7,000円の増，共済費 215

万 1,000円の増，一応全体といたしまして 2,068万 8,000円の増となってございます。

また，職員手当の詳細につきましては，下段の内訳欄のとおりでございますので，よろ

しくお願いをいたします。 

 なお，今回の職員給与費に関する補正につきましては，先ほど申し上げましたが，昨

年８月に示されました人事院勧告に準拠するため予算の整理を行うものでございます。 

 以上が職員給与費の補正に関する説明でございます。 

 また，各所管における職員給与費に関する補正につきましては，以後説明を省略させ

ていただきますので，ご了承願います。 

 これより職員給与以外の歳出に関する補正につきまして，順次所管より説明をさせて

いただきます。 

 

議会事務局次長  それでは，補正予算書の 16ページをお願いいたします。 

 16ページ，一番上段です。１ 議員給与費ですが，40万 7,000円の補正増をお願いす

るものです。理由としましては，人事院勧告によるものでございます。 

 以上です。 

 

我妻総務部長 続きまして，17ページをお願いいたします。 

 総務課所管についてご説明をいたします。 

 ２款 総務費，１項 総務管理費 １目 一般管理費 人事給与管理事務費でございます

が，職員採用試験適性検査委託料などの事業確定によりまして 147万 6,000円の補正減

をお願いするものでございます。 

 次に，職員厚生費につきましては，ストレスチェック委託料の事業確定により 43 万

3,000円の補正減をお願いするものです。 

 次に，職員研修費につきましては，実務研修派遣に伴う駐車場料金及び負担金などの

支出見込み等の精査により 18万 3,000円の補正減をお願いするものでございます。 

 とりあえずここで私は終了でございます。 

藤枝管財検査課

長 

 つづきまして，管財検査課所管についてご説明いたします。 

 17ページをご覧ください。 
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 5目 財産管理費のうち，まず公用車維持管理経費の 11節 需要費の修繕料について，

163万 4,000円の増額をお願いするものです。 

 内容ございますが，公用バスの修繕費に充てるものでございます。 

 つづきまして，契約検査事務費の 14 節 使用料及び賃借料について，118 万 2,000 円

の減額をお願いするものです。 

 内容でございますが，本予算は，入札から契約に至る一連の業務を，システム化する

経費として，予算化したものでございますが，システム構築を次年度へ持ち越すことに

なったため，減額させていただくものでございます。 

 以上です。 

 

太田企画調整課

長 

 

つづいて，企画調整課所管について，ご説明させていただきます。 

7目 電子計算費 １ 情報化推進事業については，2,665,000円の減額補正でございます。

内容といたしましては，委託料において契約差金が生じたことで 1,440,000円減額する

とともに，負担金については額の確定によりまして 1,225,000円の減額をお願いするも

のでございます。説明は以上でございます。 

 

飯塚玉里総合支

所長 

 

それでは，同ページ，８目 支所及び出張所費の中の玉里総合支所管理経費でございま

すけれども，役務費手数料として玉里総合支所改修工事に伴う建築確認申請手数料とし

て 36万 4,000円を増額補正するものでございます。 

 

滑川市民協働課

長 

続きまして，市民協働課所管につきましてご説明いたします。18ページをお願いしま

す。 

2款 総務費 1項 総務管理費 10目 コミュニティ活動促進費 19節 負担金補助及び交付

金につきまして，37万 4,000円の減額補正をお願いするものでございます。 

こちらにつきましては，平成 29 年度のまちづくり組織活動補助金の交付額の確定によ

り，減額するものでございます。説明は以上でございます。 

 

岡野危機管理監  続きまして，防災管理課所管の説明をさせていただきます。 

 同じく 12目 防犯対策費につきましては，11万 3,000円の補正増をお願いするもので

ございます。こちらにつきましては，防災管理課所管の車１台の車検に要する費用が不

足ということで，補正増をお願いするものでございます。 

 続いて，13 目 防災諸費におきまして，防災行政無線放送施設整備事業におきまして

総額 40万円の補正減をお願いするものでございます。こちらにつきましては，当課のほ

うで臨時職員のほうを雇用しておりますが，その関係で社会保険料 30万円の減，賃金に

つきましては 10 万円の減ということの見込みが立ちましたので，40 万円の補正減をお

願いするものでございます。 

 

我妻総務部長  同じく 19ページの 14目諸費，自衛官募集事務費でございますが，広報紙の作成に要

する印刷製本費で１万 6,000円の補正増でございます。 

 

太田企画調整課

長 

つづいて，企画調整課所管について，ご説明させていただきます。 

15 目 特例事業推進費 ２ 合併特例推進事業につきましては，財源内訳補正として，

その他財源の合併振興基金繰入金を 4,000万円減額し，同額を一般財源に組替えるもの

でございます。 

 

亀山市民生活部

長 

20ページをお開き下さい。 

19目 市民文化交流費でございますが，838万 3,000円の減額となります。 

 説明欄をご覧ください。人件費は，省略させていただきまして，次の２１ページをお

開き願います。 

芸術文化振興事務費でございますが，報酬５万 5,000円の減額は，市公共ホール運営委

員会委員の報酬の執行見込額を精査しまして，減額するものです。 
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委託料 589 万 2,000 円の減額は，自主文化事業の鑑賞事業が，当初２回公演のコンサ

ートを予定しておりましたが，１回公演になったため減額させていただきます。 

使用料及び賃借料 ６万 1,000円の減額は，自動車借上料の契約差金になります。 

続きまして，小川文化センター施設維持管理費でございますが，共済費 11万 9,000円の

減額は，臨時職員の社会保険料の執行額を減額するものでございます。 

需用費の 141万 3,000円の増額は，燃料費で暖房用灯油代 88万円の増額，同じく修繕料

につきましては，消防設備修繕，および冷温水ポンプ水漏れ修繕のため，53万 3,000円

を増額させていただきます。 

委託料 ８万 4,000円の減額は，それぞれ契約差金によるものです。 

使用料及び賃借料 ３万円の増額は，複写機使用料を増額するものです。 

続きまして，四季文化館施設維持管理費 21万 9,000円の減額でございますが，委託料で

それぞれ契約差金を減額するものです。 

市民文化交流費につきましては以上でございます。 

 

園部税務課長 税務課所管についてご説明致します。 

 22ページをご覧ください。 

 ２款 総務費 ２項 徴税費 ２目 賦課徴収費 １ 賦課事務費ですが，140万 4,000円の

補正減でございます。 

内容といたしましては，７節 賃金につきましては，臨時職員賃金の不要見込による３９

万円の補正減でございます。13 節 委託料につきましては，入札等における契約残によ

る 101万 4,000円の補正減でございます。 

 以上で税務課所管分の説明を終わります。 

 

小神野収納課長 賦課徴収費の２ 徴収事務費でありますが,全体として,202 万円の減額補正をお願いす

るものです。 

 その内容と致しましては,訪問先減少によります,収納嘱託員報酬 32 万円の減額と精

査に伴う通信運搬費 50万円,収納手数料等 120万円の減額でございます。 

 

菊田市民課長 23ページに移りまして, 

市民課所管の補正予算についてご説明させていただきます。 

同じく２款 総務費 ３項 戸籍住民基本台帳費 １目 戸籍住民基本台帳費については，個

人番号カード交付及び管理等に関する事務のために増加した経費に対し，国から交付さ

れる「個人番号カード交付事務費補助金」の交付額の確定により，財源内訳補正をお願

いするものでございます。 

 

我妻総務部長 同じく 23ページ，４項 選挙費，３目 諸選挙費でございますが，県知事選挙経費で 209

万 3,000円の補正減，衆議院議員総選挙経費で 617万 6,000円の補正減，いずれも選挙

執行による額の確定でございます。よろしくお願いいたします。 

 

太田企画調整課

長 

つづいて，25ページをご覧ください。 

5項 統計調査費 2目 指定統計費 7 経済センサス費については，調査区の変更（調査区

2 箇所減少で関連事務が生じる）に伴い，国からの指示により事務用品 5,000 円の増額

補正をお願いするものでございます。説明は以上でございます。 

 

真家環境課長 続きまして，環境課所管の補正予算をご説明いたします。 

ちょっと飛びますが，34ページをお開きいただきたいと思います。 

４款 衛生費 １項 保健衛生費 ６目 保健衛生費でございます。まず，環境衛生事務費

といたしまして，１節 報酬 空き家等対策協議会委員報酬 10万 5,000円の減，環境審議

会委員報酬 10万円の減でございます。11節 需用費 修繕料 10万円の減及び 13節 空き

家データベース作成委託料 36万 8,000円の減につきましては，いずれも入札残によるも

のでございます。19 節 負担金補助及び交付金 湖北水道企業団負担金 25 万 3,000 円の
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増につきましては，湖北水道企業団職員に係る児童手当に要する負担金でございます。 

次に環境保全美化推進事業につきましては，財源入れ替えによる財源内訳補正でござ

います。 

次に，空き地雑草除去事業といたしまして 13節 委託料 空き地雑草委託料 27万 3,000

円の減につきましては，受託面積の減によるものでございます。 

次に狂犬病予防事業といたしまして，19節 負担金補助及び交付金 動物愛護活動支援

補助金８万円の増でございます。 

次に４款 衛生費 ２項清掃費，１目 清掃総務費 ごみ処理対策経費といたしまして，

11節 需用費 消耗品費 180万円の減でございます。入札残によるものでございます。 

以上でございます。 

 

長島消防本部総

務課長 

それでは，消防本部所管の補正予算についてご説明いたします。 

43ページをお開きください。 

９款 消防費 1項 1目 常備消防費，下段になります，６ 車両維持管理経費 11節 燃料

費 83万 4,000円の補正増につきましては，ガソリン及び軽油価格の値上がりに伴い消防

車両の燃料費をお願いするものでございます。 

次のページに移ります。 

９ 救急救助活動経費 18 節 備品購入費 160 万円の補正減につきましては，美野里消防

署の高規格救急自動車更新に伴う入札差金でございます。 

次に 2目 非常備消防費 1 消防団活動経費 1節 消防団員報酬 90万円の補正減につきま

しては，団員報酬確定に伴う不用額でございます。 

 ９節 １ 費用弁償 150万円の補正増につきましては，災害出場件数が当初見込件数を

超えたため，消防団の出場手当てをお願いするものでございます。 

 13節 消防団員健康診断委託料 10万円の補正減につきましては，健康診断事業確定に

伴う不用額でございます。 

 19節 理事研修会負担金 10万円の補正減につきましては，消防団長が茨城県消防協会

の役員改選により，理事を解任となったためでございます。 

次に３目 消防施設費 1 消防施設整備事業 13節 防火水槽委託料 30万円の補正減につ

きましては，防火水槽設計委託料の入札差金及び事業完了に伴う不用額でございます。 

18節 自動車購入費 149万円の補正減につきましては，消防団車両 3台更新に伴う入札

差金でございます。 

19 節 消火栓設置工事負担金 200 万円の補正増につきましては，水道配管布設替え工事

に伴い，消火栓設置工事が当初予定数を超えたため不足金をお願いするものでございま

す。以上でございます。 

 

白井企画財政部

長 

52ページをお開き願います。 

12款 1項 公債費 1目 元金 地方債償還元金で5,638万4,000円の補正増でございます。

旧小川南中学校講堂兼体育館の地方債の償還元金について，繰上償還するため増額する

ものでございます。 

同じく 2目 利子 地方債償還利子は財源内訳補正として，県補助金を 326万 7,000円増

額し，一般財源で同額を減額するものでございます。 

13款 諸支出金 1項 基金費では 1目 財政調整基金費で11万8,000円の補正減， 2目 減

債基金費で 73 万 5,000 円の補正増，4 目 公共施設整備基金費で 1,635 万 3,000 円の補

正増， 

 53 ページに移りまして，8 目 体育施設整備基金費で 1 万 4,000 円の補正増，9 目 体

力つくり基金費で 29万円の補正増，13目 幡谷浩史環境福祉整備基金費で 287万 7,000

円の補正増 20目 合併振興基金費 12万 4,000円の補正減でございます。 

以上で，歳出の説明を終わります。 

 

長島委員長 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は，挙手によりこれを許

します。 
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植木委員 何点か質問させていただきたいと思います。 

 まず，13ページ，下から２項財産売払収入ということですが，不動産売買収入という

ことで，これは具体的な場所というか，物というか，それをお示しいただければと思い

ます。 

 

藤枝管財検査課

課長 

ただいまのご質問にお答えいたします。 

財産の売払収入につきましては，今回補正を上げさせていただきましたものは 10件ご

ざいました。具体的な場所になりますと，今ちょっと手持ちの資料がないんでございま

すが，件数としては 10件で合計金額はこの金額ということでございます。 

 

植木委員 後ほど資料のほうをお願いいたします。 

 では，次に，18ページ，支所及び出張所費の玉里総合支所の管理経費ということで，

建築確認申請手数料ということでちょっとお聞きしたのですが，これはエレベーターと

かの，そういった改修工事にかかわるものに対しての確認ということだったのでしょう

か。 

 

飯塚玉里総合支

所長 

ただいまの質問ですけれども，玉里総合支所の改修工事ということで，エレベーター

の新設もございますし，また３階部分を中心に改修する工事でございますが，それに伴

う建築確認申請手数料ということでございます。 

 

植木委員 わかりました。この玉里の改修工事というのは事前にわかっていたことだと思います

ので，こういった申請手続が必要というのもそのときにわからなかったのでしょうか。

その中の予算に入れられなかったのかなというのがあるので，その辺お聞きしたいと思

います。 

飯塚玉里総合支

所長 

今月 20日に工事の設計書が出来上がる予定であり，改修面積が確定しましたので，今

回補正ということでお願いしているところでございます。 

 

植木委員 ありがとうございます。補正に上がってきたという理由が十分理解できましたので，

滞りなくお願いしたいと思います。 

次の質問に入らせていただきます。次，22ページ，下のほうですが，徴収事務費で訪

問先減少によるということは，皆さんきちんと納税をされているようになったというこ

とで理解してよろしいんでしょうか。 

 

小神野収納課長 徴収先なんですけれども，まず完納に至ったものもありますし，それで自主納付がで

きるということで切りかえたものもございます。当初は 29件あったものが，現在 24件

という形で徴収を実施しております。以上です。 

 

植木委員 わかりました。ありがとうございます。徴収のほうも本当にきちんとというか，親切

に対応していただいているというのは理解しますので，また完納件数もふえてきている

ということで安心しました。 

とりあえず以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。 

 

岩本委員 17ページの中段の委託料のストレスチェック委託料とあるんですけれども，これちょ

っと細かくて，要はストレスチェック，チェックシートみたいのをチェックするわけで

しょう。誰がそのチェックシートをチェックして，もしそのチェックの結果，職務に耐

えられないという判断になった場合，どういう対応をするのかちょっと教えてください。 

 

我妻総務部長 岩本委員ご案内のように，チェックシートによって各自項目に従って入力をしていき

ます。その結果，ストレス度というものが判定をされ，その結果，専門の医師に面接を

希望する者，あとは希望しない者として対応を図る者と分かれまして，うちのほうで契
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約している専門医師に希望する場合には連絡をとり，日にち，時間を決めてカウンセリ

ングというんですか，そういったものを受けて，今後の対応を相談し，早く改善できる

ようにということで取り組んでいるということになります。 

また，重度の場合にまだ出てないんで，それについてはやはり医師のほうから我々担

当事務局のほうに所要の対応策等が指示されますので，それに従って対応することにな

るというふうになってございます。 

以上でございます。 

 

長島委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 

各委員 「なし」の声あり。 

 

長島委員長 ないようですので，討論に入ります。討論はございませんか。 

 

各委員 「なし」の声あり。 

 

長島委員長 ないようですので，討論を終結いたします。これより採決に入ります。 

「議案第 23号 平成 29年度小美玉市一般会計補正予算（第４号）のうち総務常任委

員会所管事項」を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ござい

ませんか。 

 

各委員 「異議なし」のあり。 

 

長島委員長 ご異議なしと認め，本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 

10）議案第 29号  平成 29年度小美玉市霊園事業特別会計補正予算（第２号） 

 

長島委員長 続いて，「議案第 29号 平成 29年度小美玉市霊園事業特別会計補正予算（第２号）」 

を議題といたします。執行部より説明を求めます。 

 

真家環境課長 続きまして，霊園事業特別会計につきましてご説明いたします。 

歳入歳出総額から歳入歳出それぞれ 540万円を減額し，歳入歳出総額を 1,653万円と

いたします。 

まず，３ページをお開き願います。 

まず，歳入でございますが，１款 使用料及び手数料 １項 使用料 １目 衛生使用料 １

節 霊園使用料 540万円の減でございます。新規募集区画 20区画分の減によるものでご

ざいます。 

次に，歳出でございますが，１款 霊園事業費 １項 霊園施設管理費 １目 霊園施設管

理費 市営霊園管理事業でございます。まず，13節 委託料 霊園構内除草委託料 47万円

の減につきましては，入札残によるものでございます。25節 積立金 霊園整備基金積立

金 493万円の減につきましては，先ほど申し上げました歳入の減によるものでございま

す。 

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

長島委員長 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は，挙手によりこれを許

します。 

 

植木委員 先ほど新規 20 区画減ということですが，これは予定していた区画が売れなかったと

いうことで理解してよろしいんでしょうか。 



No.23－18 

 

真家環境課長 当初毎年 50 区画売る分につきまして予算化をしておりまして，昨年までは全部完売

という形になっていましたが，今年につきましては，この約 20 区画分がまだ売れてな

いということでございましたが，今ちょっと最近になって今は 30 区画ぐらいは売れて

おります。いずれにいたしましても，予算しておりました 50 区画全部は売れない見込

みでございます。 

 

植木委員 わかりました。ありがとうございます。 

これは意見というか，以前一般質問のほうで長島委員長のほうもこういった墓園に関

して質問あったと思うんですが，私なんか小美玉市に後から来たので，やはりお墓のこ

とも考えなければいけない立場なのですが，今お墓をつくったとしても，それを守る人

がそこにいてくれるかどうかという，居続けてもらえるのかというような問題もありま

すので，今までの１期ずつ区画で販売するという方法もとても大切，やはり必要として

いる方がいらっしゃいますので，必要かと思いますが，そのほかの霊園のあり方という

のも今後ぜひ検討していただきたいと思います。これは要望として終わらせていただき

ます。 

以上です。 

 

各委員 「なし」の声あり。 

 

長島委員長 ないようですので，以上で質疑を終結いたします。 

次に，討論に入ります。討論はございますか。 

 

各委員 「なし」の声あり。 

 

長島委員長 ないようですので討論を終結いたします。これより採決に入ります。「議案第 29 号 

平成 29年度小美玉市霊園事業特別会計補正予算（第２号）」を採決いたします。 

おはかりいたします。本案は，原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ご

ざいませんか。 

 

各委員 「なし」の声あり。 

 

長島委員長 ご異議なしと認め，本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

 

 

13）議案第 47号 和解について 

 

長島委員長 続いて，「議案第 47号 和解について」を議題といたします。執行部より説明を求め

ます。 

 

太田企画調整課

長 

議案第４７号 和解について ご説明申し上げます。 

事故の概要としては，平成 29年 3月 30日午前 8時 25分頃，地域循環バスが小美玉市

鶴田 15-7番地先十字路交差点において，地域循環バスＣルート始発右回りの回送中，青

信号を確認し交差点に進入したところ，赤信号を無視し交差点に進入した運転者Ａの車

両に衝突され大破したものであります。運転者Ａは行方市在住者です。 

被害品としては，市所有の地域循環バス車両 トヨタ ハイエース 13人乗りであり，

車両は修理不能のため廃車となりました。 

交渉の経緯としては，過失割合等について相手方保険会社と協議し，車両の時価額相

当額，並びに乗合車両として改装した経費について，双方の保険会社間で交渉してまい

りました。その結果，事故の状況から当方の過失はなく，車両については市場価格を参

考に時価相当額としての提示があり，あわせて，当方で加入している車両保険での対応
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も検討した中，平成 29年 12月 21日，車両保険も含めた損害賠償額の提示に至りました。 

相手方保険会社からの提示額は，1,100,000 円，当方保険会社車両保険からは，

2,250,000 円であったことから，当市への賠償額については，車両保険提示額が有利で

あります。 

今後の和解の方針といたしましては，交通事故による自動車の衝突が無ければ，現在

でも使用することが出来た車両を再購入することを余儀なくされた損害として，提示さ

れた賠償額 2,250,000円を和解金として和解を進めてまいりたいと考えております。ご

審議のほど，よろしくお願いします。 

 

長島委員長 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は，挙手によりこれを許

します。 

 

村田委員 現地視察に行くときに，できれば地番とかもう少し見えるものを用意していただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

 

長島委員長 ほかに質疑はございませんか。ないようですので，以上で質疑を終結いたします。次

に，討論に入ります。討論はございますか。 

 

各委員 「なし」の声あり。 

 

長島委員長 ないようですので討論を終結いたします。これより採決に入ります。「議案第 47 号 

和解について」採決いたします。おはかりいたします。本案は，原案のとおり可決すべ

きものと決することにご異議ございませんか。 

 

各委員 「なし」の声あり。 

 

大和田委員長 ご異議なしと認め，本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

 

 

14）29陳情第２号 太陽光発電施設に関する陳情書 

 

長島委員長 次に，「29陳情第２号 太陽光発電施設に関する陳情書」を議題といたします。事務

局より説明を求めます。 

 

深作書記 

 

それでは事務局より概略をご説明いたします。 

本陳情書 29 陳情第２号 太陽光発電施設に関する陳情書 につきましては，先の

平成 29年第 4回定例会において提出され審議の結果，継続審査としたものです。 

経緯につきましては，本陳情書は，花野井区さくら自治会 大石 英敏様ほか 25 名

から提出され，平成 29年９月 22日付で受理したものです。 

内容でございますが，29 年７月ごろ，お住まいの住宅団地内に，太陽光発電施設の

建設が始まり，施設の足場が道路にはみ出していたため，工事業者と話し合いをしたが

改善されず，県や市の担当者に相談したがはみ出している道路が，個人名義の道路なの

で対応策がないと言われたとのことです。 

その後 29 年 10 月 12 日に，陳情者がその足場がはみ出していない状況になったとの

ことで事務局へ参りました。そこで，取り下げるかどうかをたずねましたところ，この

陳情の趣旨は，太陽光発電施設を建設するにあたり，問題点・改善事項等を網羅してい

るような拘束力のある条例の制定を求めるとのことでございましたので，第 4回定例会

において現地視察を含む審議をいたしました。（詳細につきましては，会議録 P.10～を

ご覧いただきたいと思います。 

審議中，執行部からは，県のガイドラインに沿って指導していく考えでいるとの説明

を受けました。委員からは市の実情にあった形で進めるために，県内の動向や先進事例
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等も参考にしながら調査研究をして前向きに検討するということで，継続審査としてい

ます。 

以上です。 

 

長島委員長 以上で説明は終わりました。 

 

真家環境課長 その前に，前回の審議の中で調査研究をするようにということでございましたので，

まずは県内自治体の調査した結果をご説明したいと思います。 

それでは，調査結果をご説明させていただきます。 

県内条例制定されている市につきましては９市が独自に条例を制定しているところ

でございます。県のガイドライン制定日が平成 28年 10月１日でございますが，それ以

前に条例を独自に制定している市が５市ございました。県のガイドライン制定後，条例

を制定した市が４市ということでございます。 

まず，県のガイドライン制定前に独自条例化している５市の状況でございますが，笠

間市，つくば市，日立市，石岡市，龍ケ崎市の５市でございます。共通していることは

大規模な太陽光発電事業が多発したということでございます。それらにより自然環境が

変わってしまい，住民トラブルが発生して反対運動，要望が寄せられたということでご

ざいまして，また，それぞれこの５市には特殊事情がございまして，独自に制定したと

いうことでございます。 

例を挙げますと，笠間市などでありますのは，笠間焼などの伝統文化，自然環境保全

地を有しているということでございます。また，つくば市においては，筑波山の国定公

園区域を有していること，土砂災害計画区域等を有し，日立市においても自然公園ある

いは保安林の特別地域を有している。石岡市においては文化財の指定包蔵地域を有して

いる，あるいは同じように国定公園を有している。龍ケ崎においても自然環境で同様で

ございます。こういうことから県のガイドラインの前に独自に条例を制定したとのこと

でございます。 

こういった経緯を踏まえて，県では県内にいろいろ状況が広がるということで，平成

28年 10月１日に全市町村に参考になるようなガイドラインを制定したとのことでござ

います。それ以降，土浦，古河市，結城市，北茨城の４市が条例を制定しておりますが，

おおむね先ほどの５市と同じような理由でありましたが，唯一違っていたのが北茨城市

については，災害により大量に破損した太陽光パネルがあったということで，廃止後の

処置の条例化をしたことでございます。まずご報告をさせていただきます。以上です。 

 

長島委員長 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は，挙手によりこれを許

します。 

 

植木委員 確認なんですけれども，そういった研究研鑽の上で条例を制定するということで理解

してよろしいでしょうか。 

 

真家環境課長 

 

私ども事務局の意見を申し上げさせていただきますが，県内 44市町村のうち条例を制

定している自治体はただいまご説明しました９市であります。その中でも県のガイドラ

イン制定後に制定している市は４市であり，いずれも大規模事業があった自治体であり，

また，自然環境，景観，歴史，文化財等，特殊事業がある自治体でございます。こうい

ったものを考えますと，小美玉市においてはこれほど大規模ではなく，これらに比べれ

ば特殊事情ではないというふうに思いますので，引き続き一般的に県のガイドラインに

沿ってやっていきたいというような考えであります。 

 

植木委員 詳しく説明していただいてありがとうございました。理解しました。この県のガイド

ラインでの対応で，この陳情の場合には同じような似たような案件がある。今後出てこ

ないとは限らないと思うのですが，そういったことに対しての対応は今のところ十分と

判断していると理解してよろしいでしょうか。 
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真家環境課長 このガイドラインに沿って十分対応できるというふうに考えております。 

 

岩本委員 この陳情の趣旨というのは，要するにいろいろ地元でやっていく，ちゃんとこういう

のを取り締まってくれというか，指導してくれということなんでしょう，これ。今執行

部が言ったのは，県のほうのガイドラインにのっとって小美玉市独自の条例とかガイド

ラインはつくらないけれども，県のガイドラインにのっとって指導していきますという

ことだと思うんだよね。これを採択するか，しないかでしょう。 

 

 「そうですね」と呼ぶ声あり 

 

岩本委員 そうでしょう。じゃ，私の意見としては，住民の陳情なので，執行部のほうでも県の

ガイドラインにのっとって指導していきますということだから，ぜひ採択してあげるべ

き事案だと思います。 

 

亀山市民生活部

長 

それでは，私のほうから若干ご説明を追加させていただきます。 

 県のガイドラインにつきましては，平成 28年の 10月１日に前段でつくった笠間市，

つくば市，日立市，石岡市，龍ケ崎市を参考にガイドラインを県でつくりました。内容

を見てみますと，後からつくった石岡市，古河市，結城市に関しましても全く内容的に

は茨城県のガイドラインと同じような内容でございます。そのような形から，この陳情

書のほうのお話を採択はしなくても，不採択でも十分に県と同様の対応をしていけると

いうような形でございます。 

 

林副市長 すみません，補足説明させていただきます。 

陳情書の内容を読みますと，ぜひガイドラインより強い制約の管理，一定の配慮が必

要な条例をつくってほしいというのが趣旨かと存じますので，できれば我々の，先ほど

事務局が話しましたように，ガイドラインを中心にしながら進めていけるのではないか

ということでございますので，その辺ご理解いただきたいなというふうに思います。 

すみません，補足でございます。 

 

大和田委員 ただいま執行部のほうから説明がありましたけれども，県のガイドラインに沿えば十

分に今の段階では指導できるというようなことで，改めて市では今の段階では条例の制

定の必要はないのかなというような説明でしたので，私も前回もそういうふうに思って

いましたので，不採択でもいいのかなというふうに。ただ，ガイドラインについては私

どもまだ見てないので，ぜひそのコピーしたものを提出いただきたいと思います。 

 

小川委員 前回は私，総務委員じゃなくて，この陳情書は読みましたが，私の地元でもあるわけ

なんですが，前回も私道を市道にという陳情がありまして，執行部のほうではやっぱり

前例がないというか，ほかの地区でもそういうのがあるということで，花野井地区を採

択すればほかもということで，公平性が保たれないというお話ございました。今回のこ

の太陽光の陳情がそうですね。私も現地はよく把握してます。ただ，執行部のほうから

話がありましたように，今回県のガイドラインに沿った対応をしたいというお話でござ

いますので，私はその方向で今回は不採択で，地域の住民にとっては何ら生活上は困る

というようなことはないと思いますので，花野井地区のこの団地のガイドラインといい

ますか，そういう条例をつくれば，今度はほかの地区でも起きた場合に，そういった条

例をつくっていくということになろうかと思うんですよね。だから，やっぱり行政，公

正な立場で住民の意向も配慮しなくてはなりませんが，公正な立場で処置をしていただ

ければというふうに思いますので，私は地元の議員ではありますが，やっぱり偏らない

で公正に判断をしてもらいたいというのが私の意見です。よろしくお願いします。 

 

村田委員 県のガイドラインでしっかりと対応できるということでありますので，私としまして
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は，これは不採択ということでやっていきたいなというふうに思っておりますので，よ

ろしくお願いします。 

 

長島委員長 この陳情書を不採択ね。 

私も特別な事情がある自治体以外は県のガイドラインに沿って指導しているという

ことで，これが一般的という見解から，この件については不採択と，こういう形で考え

ております。 

それでは，採決をいたします。 

 

岩本委員 委員長，これ陳情の趣旨をよく説明してから採択か不採択か見てもらったほうがよ

い。私は，今見てとれたんだけれども，県のガイドラインよりも制約の強い管理と一層

の配慮が必要ということが趣旨なんだね，これね。そうとは理解できない。それを言わ

ないと，陳情だけで言うと採択という考え方もあるので，県のガイドラインで十分管理

できますということであれば，それ以上のものを市でつくってもらいたいという趣旨だ

ということをちゃんと言わないと，採択か不採択か選びづらいんで，ちょっとその辺を

ちゃんと明確にしてお願いします。 

 

長島委員長 今岩本委員のほうからお話がありましたが，通常県の一般的なガイドラインというの

がありまして，それに増してまた市のほうで新たにそれ以上の条例をお願いしたいとい

うような陳情のようなので，そういうことでございます。 

それでは，採決を諮りたいと思います。 

本件について不採択とすべきものと決することに異議ございませんか。 

 

各委員 「異議なし」の声あり。 

 

長島委員長 ご異議なしと認め，本案は不採択とすべきものと決しました。以上で，本委員会に付

託された議案等の審査は全て終了しました。 

大変ご苦労さまでした。 

岩本委員 常任委員会の協議事項というのは，例えば付託案件の審査だけではないと思うんだよ

ね。各委員さんが例えば常任委員会所管事項による何か協議事項があって，もしできれ

ばその他の事項を設けてもらって，この場でちょっと委員の皆様に協議していただきた

いことがあるという場合もあり得るので，議案審査だけではなくて，その他の事項も設

けてもらいたいと思います。 

それと，昨年より議会報告会のための，例えば定例会ごとに各常任委員会で今回の定

例会において議会報告会で報告すべき事項というのを協議してもらえるように前回の議

運のほうではちゃんと徹底したと思うんです。今回そういう話なかったのかどうかわか

りませんけれども，ことしも当然議会報告会があるわけですから，今定例会において総

務常任委員会が議会報告会に報告すべき事項というものを正副委員長で大体は見ておい

て，それで内容は正副委員長に任せますけれども，こういう内容でいいですかぐらいの

ものがなければ，報告会間際になって，今議会改革特別委員会ないので，恐らく各常任

委員長，副委員長で議会報告会の報告事項をまとめると思うんだね。大変なことになる

と思うし，常任委員会の報告なんで委員長，副委員長だけでは決められないこともある

と思います。ですから，その他の事項と議会報告会の報告すべき事項は各常任委員会，

総務常任委員会の協議事項の中に加えていただきたいと思います。 

 

長島委員長 今，岩本委員のほうからお話がありましたが，いろんな報告，今お話がありましたよ

うに，議会報告会，これがそのほかの正式な報告については委員長，副委員長だけでの

考えではなくて，やはり対外的なものもありますので，皆さんのご意見を参考というか，

一緒に協議しまして，そういうことで報告したいと思います。よろしいですか。 
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各委員 「はい」という声あり。 

 

長島委員長 長時間慎重審議，皆さんご苦労さまでした。 

 

村田副委員長 それでは以上で総務常任委員会を閉会とします。ご苦労さまでした。 

 

 

閉会 ： 午後 12時 10分 

 

 

 


